
～区有施設等のおむつの持ち帰りゼロへ～
子育てひろば等でのおむつ処分の実施
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令和5年9月下旬から、あっぴぃなどの子育てひろば、児童館、各総合支
所や図書館など、乳幼児連れが訪れる区有施設等におむつボックスを
配置します。

これまで区立保育園等では、使用済みおむつの園での廃棄を
実施。子育てひろば等に対して、「おむつが捨てられると助か
る。」などの保護者の声が寄せられていました。

新たに区有施設等45か所におむつボックスを設置し、
施設でおむつ処分を実施

子ども家庭支援センター内の親子ふれあいひろばに試行的におむつボックスを
設置（令和5年7月7日～）
● 子育てひろば利用者の多くがおむつボックスのおむつ廃棄を利用
● 利用者の声：「気兼ねなくおむつ交換できる。」「おむつの持ち帰り
は不衛生なので助かる。」と継続して利用を希望
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区有施設を利用して赤ちゃんとの外出を快適に

使用後のおむ
つの持ち歩き
なし

ボックスに
触れずに捨
てられて衛
生的

おむつが1つ
1つラミネー
トされるので
においなし

導入予定のおむつボックスのメリット

子育てひろば・区役所・図書館等の区有
施設等のおむつの持ち帰りをなくし、
子育て家庭がより外出しやすい環境づ
くりを進めます。


